
 2022年2月

公共建築協会

公共建築設計者情報センター

業務カルテのメールによる承認方式の追加について

　「経済財政運営と改革の基本方針2020」（令和2年7月17日閣議決定）、「規制改革実施計画」（　同日　閣議決定）に基づき、書面、

押印、対面の規制の見直しが進められています。

PUBDISでは、令和3年春に業務カルテ情報の発注者確認欄から押印の欄を廃止しましたが、今般、書面規制、対面規制の見直しに関して、発

注者がテレワーク等の業務環境でも対応可能となるような確認方法を追加で用意いたしましたので、必要に応じてご活用ください。（これまでの署名

による確認も引き続き利用可能です。）

現行運用（業務カルテへの署名による承認方式）

設計事務所 発注者

発注者確認用カルテ出力

署名カルテをPDFファイルにして

発注者確認済登録申請

メール、FAX、持参等

によるカルテ確認依頼

・業務カルテ情報に署名されたデータを設計事務所に送付

（PDF化したデータのメール又は紙ベースによる郵送、FAX等）

メール、FAX、持参等に

よるカルテ承認連絡

2021/11/15改ざん防止のため

時間（時分秒）追加

業務カルテを作成し、メール、FAX、又は紙ベースで持参

にて発注者に確認依頼
発注者が業務カルテに「署名」・・・承認

・業務カルテをプリント（FAX、持参は除く）

・業務カルテ内容確認後、内容確認日、確認者立場、

確認者署名を記入

カルテをPDFファイルにする。
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メールによる承認方式（追加）

設計事務所 発注者

発注者確認用カルテ出力

発注者に業務カルテ確認依頼メール

※依頼メール文の内容は参考例を参照

添付の確認依頼カルテを開く

承認メール

一つにしたPDFファイルを

発注者確認済カルテ登録申請

カルテ添付ファイル

一つのPDFファイルにする 発注者から送信された

承認メール本文とカルテ

のPDFを１つにまとめて、

PDFデータ作成

発注者・事務所間でメールによる確認方法を適用することを事前申し合わせ１

２
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・設計事務所へ送付する承認メール本文に６項目を記載

・業務カルテのPDFに手を加えることなくそのまま送信

設計事務所からの確認依頼カルテを添付し承認メールを返信

※メール文は任意ですが、承認メール文には、下記の６項目の記載を必須と

します。（記載がない場合は、PUBDISに登録できませんので、６項目を

漏れなく記載の上、設計事務所に返信してください。）

①「承認した」旨の記載、②業務コード、③業務名、④確認者立場、

⑤確認者氏名、⑥確認した業務カルテ情報表記の出力日と時間（カルテに

出力のタイムスタンプどおり時分秒を記載）

※設計事務所からのカルテ確認依頼メール本文（着信メール本文）を残

して返信してください。

３

３

１

３

確認依頼する業務カルテをPDFファイルにする。

内容確認のみ行い、署名は不要

・確認依頼された業務カルテをパソコン画面上で内容確認する

（開く・確認・閉じる のみ）

３

改ざん防止のため時間（時分秒）追加
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※ 確認者立場とは、（総括・主任）調査員、監督員 などを指します。

設計事務所から発注者への確認依頼メール（参考） 発注者から設計事務所への確認承認メール（参考）

設計事務所からの

カルテ確認依頼メール

を残して返信

承認済業務カルテ

確認依頼文は任意

確認依頼文は任意

確認依頼カルテ

設計事務所からのカルテ確認依頼

（着信メール本文）を残して返信

2021/11/29 14：33：54

・「承認した」旨の記載

・業務コード：5678000

・業務名（カルテ）：●●●●●●●●●実施設計

・確認者立場：XX調査員 ※

・確認者氏名：●● ●●

・確認したカルテ表記の出力日と時間（時分秒）：2022/11/09 10：20：00

→カルテに出力のタイムスタンプどおり時分秒を記載

20220124.pdf

20220124.pdf

20220124.pdf

20220124.pdf

20220124.pdf

記載必須(6項目)
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